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令和６年度施設基準の届出に係る報告について（再周知） 

 

 平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「施設基準の届出に係る報告について」は令和６年７月３１日付け６福薬

業発第１７７号にてお知らせしたところですが、届出期限が切迫しておりますの

で再度ご連絡いたします。（令和６年９月２日（月）必着） 

施設基準の届出を行った保険薬局は、８月１日現在で施設基準の適合性を確認

し、その結果について九州厚生局に報告することとされておりますので、下記書類

の提出をお願いいたします。 

 ご多忙とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

○施設基準の届出を行っている全ての保険薬局において 

「別添１」「別紙様式３※」の提出が必要です。 

※別紙様式３が一部修正されております。詳細は九州厚生局ホームページを 

ご確認ください。 

 

○届け出ている施設基準のうち、要件を満たしていないものがある場合、 

併せて「辞退届」の提出が必要です。 

 

 

 ●九州厚生局ホームページ 

九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局の方へ > 「施設基準の届出 

状況等の報告（定例報告）」の報告書一覧 > 薬局の報告書一覧 

URL： https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/kijun_hokoku/yakkyoku_hokoku.html 

 

 

以 上 

 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/kijun_hokoku/yakkyoku_hokoku.html

